
【堺商工会議所　定款（抜粋）】

【顧問に関する内規】

氏名 職名

1 永藤　英機 現堺市長

【顧問】

堺商工会議所　顧問（案）

第７章 顧問及び参与

（顧 問）

第５９条 本商工会議所に、顧問を置くことができる。

２ 顧問は、本商工会議所の目的達成について必要な重要事項について会頭の

諮問に応ずる。

３ 顧問は、学識経験のある者及び本商工会議所に功労のあった者のうちから

会頭が常議員会の承認を得て委嘱する。

４ 第34条（役員の任期）の規定は、顧問について準用する。

第1条 この内規は、定款第５９条の規定に定めるほか、顧問に関する事項に

ついて定める。

【顧問】

第2条 学識経験のある者とは、堺市長及び市長歴任者等で特に会頭が必要と

認めた者とする。また、本商工会議所に功績のあった者とは、正副会頭

歴任者とする。

第３条 顧問は本商工会議所の目的達成に必要な重要事項について会頭の

諮問に応じる立場から、原則として大阪府下在住の者とする。
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